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４【関係会社の状況】

（１）連結子会社

(平成19年３月31日現在)

名    称 住  所 資本金 主要な事業の内容

議決権に

対する 

所有割合

関 係 内 容

％
㈱日立コミュニケーシ
ョンテクノロジー

東京都品川区 3,000 情報通信システム 100.0 当会社が通信機器等を購入し
ており、役員兼任等の関係が
ある。

日立電子サービス㈱ 神奈川県横浜市 5,000 情報通信システム 100.0 当会社が通信機器及びコンピ
ュータの据付・保守を委託し
ており、役員兼任等の関係が
ある。

㈱日立情報制御ソリュ
ーションズ

茨城県日立市 2,270 情報通信システム 100.0 当会社が情報制御システムの
開発等を委託しており、役員
兼任等の関係がある。

* ㈱日立情報システムズ 東京都品川区 13,162 情報通信システム (0.2) 当会社が計算事務、ソフトウ
ェア開発等を委託しており、
役員兼任等の関係がある。

51.9

日立オムロンターミナ
ルソリューションズ㈱

東京都品川区 8,500 情報通信システム 55.0 当会社がＡＴＭ等の情報機器
を購入しており、役員兼任等
の関係がある。

 
*
※ 
日立ソフトウェア 
エンジニアリング㈱

神奈川県横浜市 34,182 情報通信システム (0.2) 当会社がコンピュータのソフ
トウェア開発を委託してお
り、役員兼任等の関係があ
る。

53.0

* ㈱日立システムアンド
サービス

東京都港区 4,190 情報通信システム 51.2 当会社が情報システム、ソフ
トウェアの開発等を委託して
おり、役員兼任等の関係があ
る。

HITACHI COMPUTER 
PRODUCTS (AMERICA), 
INC.

アメリカ 
オクラホマ

千US＄
14,000

情報通信システム (100.0)
100.0

当会社がコンピュータ周辺機
器用の部品を供給しており、
役員兼任等の関係がある。

HITACHI COMPUTER 
PRODUCTS (EUROPE)  
S.A.S.

フランス 
アルドン

千EURO 
15,245

情報通信システム 100.0 当会社がコンピュータ周辺機
器用の部品を供給しており、
役員兼任等の関係がある。

※ 
HITACHI DATA 
SYSTEMS HOLDING  
CORP.

アメリカ 
カリフォルニア

千US＄
454,196

情報通信システム 100.0 当会社のディスクアレイ装置
等の販売会社であるHITACHI
DATA SYSTEMS CORP.の議決権
を100％所有しており、役員兼
任等の関係がある。

HITACHI GLOBAL 
STORAGE 
TECHNOLOGIES 
NETHERLANDS B.V.

オランダ 
アムステルダム

千US＄ 情報通信システム 100.0 当グループのハードディスク
ドライブの製造・販売会社で
あるHITACHI GLOBAL STORAGE 
TECHNOLOGIES, INC.の議決権
を100％所有しており、役員兼
任等の関係がある。

90,221

㈱日立ディスプレイズ 
 

千葉県茂原市 27,774 電子デバイス 100.0 当会社が液晶モジュール等を
購入しており、役員兼任等の
関係がある。

* ㈱日立ハイテクノロジ
ーズ

東京都港区 7,938 電子デバイス (0.2) 当会社の電子機器等を販売し
ており、役員兼任等の関係が
ある。

51.7

* ㈱日立メディコ 東京都千代田区 13,884 電子デバイス (0.5) 当会社が医療機器用部品を供
給しており、役員兼任等の関
係がある。

63.2

日立顕示器件（蘇州）
有限公司

中国 
蘇州市

千元
368,456 

 

電子デバイス (100.0)
100.0

当グループの液晶モジュール
の中国における製造会社であ
る。

※ 
HITACHI  
SEMICONDUCTOR 
SINGAPORE PTE. LTD.

シンガポール 千S＄
779,000

電子デバイス (2.4)
100.0

役員兼任等の関係がある。
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(平成19年３月31日現在)

名    称 住  所 資本金 主要な事業の内容

議決権に

対する 

所有割合

関 係 内 容

％
バブコック日立㈱ 東京都千代田区 5,000 電力・産業システム 100.0 当会社がボイラ、環境関連機

器等を購入しており、役員兼
任等の関係がある。

* クラリオン㈱ 東京都文京区 26,100 電力・産業システム 64.0 当会社がカーナビゲーション
システム用の部品等を販売し
ており、役員兼任等の関係が
ある。

㈱日立ビルシステム 東京都千代田区 5,105 電力・産業システム 100.0 当会社のエレベーター及びエ
スカレーターの販売・据付・
保守をしており、役員兼任等
の関係がある。

 
*
※ 
日立建機㈱

東京都文京区 42,625 電力・産業システム (0.9) 役員兼任等の関係がある。
51.3

㈱日立エンジニアリン
グ・アンド・サービス

茨城県日立市 1,950 電力・産業システム 100.0 当会社が発電プラント部品を
購入し、発電設備及び計算制
御装置等の保守を委託してお
り、役員兼任等の関係があ
る。

㈱日立産機システム 東京都千代田区 9,000 電力・産業システム 100.0 当会社がモートル・ポンプ等
の産業機器を購入しており、
役員兼任等の関係がある。

 
 
㈱日立モバイル 東京都品川区 1,384 電力・産業システム 100.0 当会社の自動車部品等を販売

しており、役員兼任等の関係
がある。

* ㈱日立プラントテクノ
ロジー

東京都千代田区 12,000 電力・産業システム (0.7) 当会社がポンプ・クレーン等
の産業機械を購入し、またプ
ラント工事を委託しており、
役員兼任等の関係がある。

69.9

日立ビアメカニクス㈱ 神奈川県海老名
市

1,650 電力・産業システム 100.0 当会社が電気溶接機等を購入
しており、役員兼任等の関係
がある。

* 日本サーボ㈱ 東京都千代田区 2,547 電力・産業システム (5.4) 当会社が精密小形モートルを
購入しており、役員兼任等の
関係がある。

57.6

広州日立電梯有限公司 中国 
広州市

千元
538,806

電力・産業システム （70.0)
70.0 

当会社のエレベーター及びエ
スカレーターの中国における
製造・販売・据付・保守をし
ており、役員兼任等の関係が
ある。

HITACHI AUTOMOTIVE 
PRODUCTS (USA), INC.

アメリカ 
ケンタッキー

千US＄
32,852

電力・産業システム (100.0)
100.0

当会社が自動車用電子機器・
電装品の部品を供給してお
り、役員兼任等の関係があ
る。

※ 
富士通日立プラズマデ
ィスプレイ㈱

宮崎県国富町 71,500 デジタルメディア・
民生機器

90.8 当会社がプラズマディスプレ
イパネルを購入しており、役
員兼任等の関係がある。

日立アプライアンス㈱ 東京都港区 20,000 デジタルメディア・
民生機器

100.0 当会社に電気部品等を供給し
ており、役員兼任等の関係が
ある。

* 日立マクセル㈱ 大阪府茨木市 12,202 デジタルメディア・
民生機器

(0.3) 当会社がＤＶＤ等の情報記録
媒体を購入しており、役員兼
任等の関係がある。

53.6
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(平成19年３月31日現在)

名    称 住  所 資本金 主要な事業の内容

議決権に

対する 

所有割合

関 係 内 容

％
㈱日立メディアエレク
トロニクス

岩手県奥州市 500 デジタルメディア・
民生機器

100.0 当会社がＤＶＤ及びプラズマ
テレビ用部品等を購入してお
り、役員兼任等の関係があ
る。

HITACHI  
HOME ELECTRONICS
(AMERICA), INC.

アメリカ 
カリフォルニア

千US＄ デジタルメディア・
民生機器

(100.0) 当会社のデジタルメディア関
連製品のアメリカにおける製
造会社であり、当会社がテレ
ビの製造技術を供与してお
り、役員兼任等の関係があ
る。

40,000 100.0

上海日立家用電器 
有限公司

中国 
上海市

千元 
412,570

デジタルメディア・
民生機器

(60.0)
60.0

当グループのエアコン、洗濯
機等の中国における製造・販
売会社である。

* 日立電線㈱ 東京都千代田区 25,948 高機能材料 (0.3) 当会社が電線・ケーブル等を
購入しており、役員兼任等の
関係がある。

53.2

* 日立化成工業㈱ 東京都新宿区 15,366 高機能材料 (0.4) 当会社が電子・電気材料、有
機化学材料等を購入してお
り、役員兼任等の関係があ
る。

51.6

* 日立金属㈱ 東京都港区 26,283 高機能材料 (0.6) 当会社がロール等を供給し、
特殊鋼等を購入しており、役
員兼任等の関係がある。

56.9

中央商事㈱ 東京都千代田区 2,000 物流及びサービス他 100.0 当会社が福利厚生施設等の管
理を委託しており、役員兼任
等の関係がある。

㈱日立ライフ 茨城県日立市 1,000 物流及びサービス他 (21.8) 当会社が福利厚生施設等の管
理を委託しており、役員兼任
等の関係がある。

100.0

* ㈱日立物流 東京都江東区 16,802 物流及びサービス他 (5.7) 当会社が製品の輸送及び保管
を委託しており、役員兼任等
の関係がある。

59.0

㈱日京クリエイト 東京都千代田区 1,000 物流及びサービス他 (44.7) 当会社が福利厚生施設等のフ
ードサービス及び管理運営を
委託しており、役員兼任等の
関係がある。

100.0

※ 
HITACHI AMERICA,  
LTD.

アメリカ 
ニューヨーク

千US＄
1,226,213

物流及びサービス他 100.0 当会社のプラント、コンピュ
ータ周辺装置、デジタルメデ
ィア関連製品等のアメリカに
おける販売会社であり、役員
兼任等の関係がある。

HITACHI ASIA LTD. シンガポール 千Ｓ＄
24,000

物流及びサービス他 100.0 当会社のプラント、産業機械
装置、デジタルメディア関連
製品等のアジアにおける販売
会社であり、役員兼任等の関
係がある。

日立（中国）有限公司 中国 
北京市

千元 
1,569,766

物流及びサービス他 100.0 当グループの中国における地
域統括会社であり、役員兼任
等の関係がある。

HITACHI EUROPE LTD. イギリス 
メイデンヘッ
ド

千￡Stg. 物流及びサービス他 100.0 当会社のプラント、コンピュ
ータ周辺装置、デジタルメデ
ィア関連製品等の欧州におけ
る販売会社であり、役員兼任
等の関係がある。

25,508
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(注) １．「資本金」欄に記載の金額単位及び通貨につき、特に記載のないものは、百万円単位で記載している。 

２．「名称」欄※印を付した会社は、特定子会社に該当している。 

３．「名称」欄＊印を付した会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している。 

４．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

５．「議決権に対する所有割合」欄の上段（ ）内数字は、間接所有割合で内数である。 

６．債務超過会社及び債務超過金額は、次のとおりである。 

     HITACHI SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.           10,529百万円 

７．日本サーボ㈱については、平成19年４月、日本電産㈱による株式の公開買付けに応募し、同社株式を売却し

たことにより、当会社の連結子会社ではなくなった。 

  

 
(注) １．「資本金」欄に記載の金額単位及び通貨については、百万円単位で記載している。 

２．「名称」欄＊印を付した会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している。 

３．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

４．「議決権に対する所有割合」欄の上段（ ）内数字は、間接所有割合で内数である。 

５．㈱ルネサステクノロジにおける重要な事項の決定については、合弁契約書に基づいて三菱電機㈱との合意に

より決定することとしているため、当会社は㈱ルネサステクノロジについて持分法を適用している。 

  

(平成19年３月31日現在)

名    称 住  所 資本金 主要な事業の内容

議決権に

対する 

所有割合

関 係 内 容

％
* 日立キャピタル㈱ 東京都港区 9,983 金融サービス (3.0) 当会社に製造設備、産業機

器、事務用機器等をリース
し、また、当会社の業務用機
器等をリース及びクレジット
販売しており、役員兼任等の
関係がある。

60.6

㈱日立保険サービス 東京都千代田区 
 

600 金融サービス (80.0) 当会社が契約する保険を取り
扱っており、役員兼任等の関
係がある。

100.0

その他    887社 － － － － －

（２）持分法適用会社

(平成19年３月31日現在)

名    称 住  所 資本金 主要な事業の内容

議決権に

対する 

所有割合

関 係 内 容

％

* ㈱日立国際電気 東京都千代田区 10,058 情報通信システム、

電子デバイス

(0.9) 当会社が電子機器・部品等を

購入しており、役員兼任等の

関係がある。
39.2

㈱ルネサステクノロジ 東京都千代田区 50,000 電子デバイス 55.0 当会社が半導体の研究開発を

受託しており、役員兼任等の

関係がある。

* 日立工機㈱ 東京都港区 17,813 電力・産業システム (10.9) 役員兼任等の関係がある。

38.6

㈱カシオ日立モバイル

コミュニケーションズ

東京都東大和市 3,000 デジタルメディア・

民生機器

49.0 当会社が、携帯電話端末を購

入しており、役員兼任等の関

係がある。

その他    161社 － － － － －
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当会社は、会社法に規定する委員会設置会社である。監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に

運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営の実現を目指している。 

  

取締役会 

取締役会は、経営の基本方針を決定し、執行役の業務執行を監督する一方、業務の決定権限を執行役に大幅に

委譲している。平成19年６月26日現在において、取締役会を構成する13名の取締役のうち、社外取締役は５名、

執行役を兼務する取締役は２名であり、取締役会長は執行役を兼務していない。取締役会には、社外取締役が過

半数を占める指名、監査、報酬の３つの法定の委員会を設置している。当事業年度における取締役会の開催日数

は10日であり、取締役の出席率は99％であった。また、指名委員会は７回、監査委員会は11回、報酬委員会は８

回開催された。 

指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限等を有する機関

であり、社外取締役３名を含む取締役５名で構成されている。 

監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任等

に関する議案の内容を決定する権限等を有する機関であり、社外取締役３名及び常勤監査委員２名の５名の取締

役で構成されている。 

報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針及びそれに基づく個人別の報酬の内容を決定する権限

等を有する機関であり、社外取締役３名を含む取締役５名で構成されている。 

当会社は、取締役の員数及び選任につき、取締役20名以内を置く旨、及び取締役の選任の決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が総会に出席することを要するものとし、当該決

議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めている。 

  

執行役 

執行役は、取締役会の決議により定められた職務の分掌に従い、業務に関する事項の決定を行うとともに、業

務を執行する。平成19年６月26日現在において、執行役は30名である。 

当会社は、執行役の員数につき、執行役40名以内を置く旨を定款に定めている。 

当会社は、会社法第459条第１項各号に掲げる事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の

決議にはよらず、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めている。 

自己の株式の取得（会社法第459条第１項第１号）については、機動的な資本政策の実行を可能とするため、取

締役会で決定することとしている。 

資本準備金又は利益準備金の減少（会社法第459条第１項第２号）、剰余金の処分（剰余金の配当その他株式会

社の財産を処分するものを除く）（会社法第459条第１項第３号）及び剰余金の配当（会社法第459条第１項第４

号）については、当会社は会社法の施行日現在において委員会等設置会社であったことから、会社法の施行に伴

う関係法律の整備に関する法律（平成17年７月26日法律第87号）第57条の規定に基づき、これらの事項を取締役

会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなされ

た。会社法の施行後も、これらの重要な経営判断については、株主価値の向上のため、引き続き機動的に取締役

会で決定することとしている。 

当会社は、取締役及び執行役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締

役会の決議によって、会社法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）及び執行役（執行役であった

者を含む。）の責任につき、法令の定める限度内で免除することができる旨を定款に定めている。 

  

当会社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の決議の定足数をより確実に充足できるよう、当該株主総会

の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３

分の２以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めている。 

  

当会社における内部統制及びリスク管理に係る体制の主な内容は、次のとおりである。なお、これらについて

は、取締役会において、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針として決議している。 

①各種委員会及び取締役会の職務を補助する専任の組織として取締役会室を設け、執行役の指揮命令に服さない

従業員を置く。なお、監査委員会の職務を補助すべき取締役は置いていない。 

②取締役会室に所属する従業員の執行役からの独立性を確保するため、監査委員会は、取締役会室の人事異動に

つき事前に報告を受けるものとする。 

６【コーポレート・ガバナンスの状況】

  （１）会社の機関の内容

  

（２）定款の定めにより取締役会決議事項とした株主総会決議事項

（３）株主総会の特別決議要件

（４）内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
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③執行役及び従業員は、会社に影響を及ぼす重要事項、内部監査の結果及び内部通報制度の通報状況を遅滞なく

監査委員に報告する。 

④監査委員会の監査の実効性を確保するため、監査委員会に常勤監査委員を置くとともに、監査室の監査計画と

調整の上、活動計画を作成する。 

⑤執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役への通報制度を設置する。 

⑥執行役の職務の執行に係る情報については、社内規則に則り、作成保存する。 

⑦各種のリスクに対し、それぞれの対応部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作

成・配布等を行う体制をとる。また、業務執行状況の報告等を通じて新たなリスクの発生可能性の把握に努

め、対応が必要な場合、速やかに対応責任者となる執行役を定める。 

⑧次に記載する経営管理システムを用いて、執行役の職務遂行の効率性を確保する。 

・当会社又は当グループに影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経て慎重に決定するため、経営会議

を組織し、審議する。 

・経営方針に基づき、計画的かつ効率的に事業を運営するため、中期経営計画及び年度予算を策定し、これらに

基づいた業績管理を行う。 

・業務運営状況を把握し、改善を図るため、監査室による内部監査を実施する。 

・会計監査人の監査計画については監査委員会が事前に報告を受け、会計監査人の報酬及び会計監査人に依頼す

る非監査業務については監査委員会の事前承認を要することとする。 

・財務報告の信頼性を確保するため、文書化された業務プロセスを実行し、社内外の監査担当者が検証する。 

⑨次に記載する経営管理システムを用いて、法令遵守体制を継続的に維持する。 

・内部監査を実施し、また、法令遵守活動を行う各種の委員会を設置する。さらに、内部通報制度を設置すると

ともに、法令遵守教育を実施する。 

・各種会社規則を定め、内部統制システム全般の周知及び実効性の確保を図る。 

⑩当グループにおける業務の適正を確保するために、次の事項を実施する。 

・企業の社会的責任の重視等の基本方針を各グループ会社と共有する。 

・必要に応じて、法令等に対する当グループとしての対応方針を定める。 

・当会社内の各部門及びグループ会社に対する内部監査を定期的に実施するとともに、当会社からグループ会社

に取締役及び監査役を派遣する。また、財務報告へ反映されるべき事項については、各グループ会社において

文書化された業務プロセスを実行し、監査役等がこれを検証する。 

・グループ会社に共通する業務について、適正かつ効率的に行う体制を構築する。 

・当グループ内の取引は市価を基準として公正に行うことを方針としている。 
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①内部監査の状況 

当会社における内部監査は、監査室が主たる担当部署として、当会社の事業所並びに子会社及び関連会社を

対象として実施している。 

監査室は、営業、人事、労務、資材取引、生産、情報システム、経理、財務等業務全般の処理や財産の管理

が適正に行われているかについて、当会社が定めた監査基準に従って調査及び評価を実施し、その結果に対し

必要な改善事項を指摘し、改善状況のフォローアップを行う。また、内部監査に関する計画について監査委員

会に対して事前に報告するとともに、監査の結果を執行役社長及び監査委員会に対して報告する。 

以上に加えて、コンプライアンス、情報セキュリティ、環境、輸出管理等の各担当部署が、関連法令遵守の

状況について調査及び評価を実施し、必要に応じて改善を指示する。 

②監査委員会による監査の状況 

監査委員会は、取締役及び執行役の会社運営が適切な内部統制システムのもとで適法に行われているかにつ

いての監査を実施している。 

監査委員会は、監査方針及び計画を定め、取締役及び執行役から、定期的に、その職務の執行に関する事項

の報告を受け又は聴取する。また、主要な事業所や子会社において、業務の処理や財産の管理等が適正に行わ

れているかについて調査を実施する。以上に加えて、予算会議等社内の重要な会議に出席し、経営会議資料や

内部監査部門の監査報告書等を閲覧し、また、必要に応じて内部監査の担当部署に対し、監査の対象部門や重

点監査項目等について指示を行うことができる。 

 監査委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について報告及び説明を受け、これに基づき

財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行う。また、会計監査人の品質管理体制についても報告

及び説明を受けている。さらに、会計監査人の報酬及び会計監査人に依頼する非監査業務については監査委員

会の事前承認を要することとしている。 

  

当会社の取締役太田芳枝、大橋光夫、野見山昭彦、宮原賢次及び本林徹は、会社法第２条第15号に定める社外

取締役である。 

太田芳枝、大橋光夫、野見山昭彦の各氏と当会社の間には特別の利害関係はない。 

当会社は、宮原賢次が相談役である住友商事㈱を通じて、鋼管、鋼板等を購入するとともに、同社を通じて、

鉄道車両、発電設備等を販売する等の継続的な取引関係がある。これらの取引は、同社及び当会社の事業規模に

比して僅少である。 

本林徹が所属する森・濱田松本法律事務所は、当会社の顧問事務所の一つであるが、同氏と当会社の間に法律

事務に関する契約関係はない。 

当会社は、太田芳枝、大橋光夫、野見山昭彦、宮原賢次及び本林徹の各氏との間で会社法第427条第１項の責任

限定契約を締結している。その概要は、社外取締役の責任の限度を会社法第425条第１項各号に掲げる額の合計額

とするものである。 

  

（７）会計監査の状況 
会計監査業務を執行した公認会計士は、次のとおりである。なお、その指示により、新日本監査法人に所属す

る公認会計士、会計士補等及びその他の職員が、会計監査業務の執行を補助している。 
  

 
  

（８）役員報酬の内容 

当会社の取締役及び執行役の報酬は、月俸と退職金に加え、取締役に対する期末手当と執行役に対する業績連

動報酬から成る。取締役の報酬は概ね固定的であるが、執行役に対する業績連動報酬は、業績及び担当業務にお

ける成果に応じて個別に決定される。報酬体系は、現金による報酬を中心としている。当事業年度における報酬

の額は、次のとおりである。 
  

 
(注) １．取締役の対象人数には、執行役を兼務する取締役３名を含まない。 

２．取締役の退職金は、平成19年１月22日をもって退任した社外取締役１名、平成19年６月26日開催の当会社第
138回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した取締役５名（うち社外取締役２名）に対する
ものである。 

３．取締役の退職金の金額には、平成15年６月25日開催の当会社第134回定時株主総会の決議に基づき、取締役
２名について委員会等設置会社移行前の取締役在任期間に係る退職金が含まれている。 

  

（５）内部監査及び監査委員会による監査の状況

（６）社外取締役との関係

業務を執行した公認会計士 所属する監査法人

松岡 寿史 新日本監査法人
福井   聡 新日本監査法人

区分
月俸及び期末手当又は

業績連動報酬
退職金

対象人数（名） 金額(百万円) 対象人数（名） 金額(百万円)

取締役 
(うち社外取締役)

11 203 6 322
(4) (61) (3) (25)

執行役 22 720 2 113
合計 33 924 8 436
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(注) 上表の金額は、当会社が会社法及び証券取引法に基づき監査証明を受けている新日本監査法人、米国証券関連

法規に基づき監査証明を受けているErnst & Young及びそれらのグループに対する当会社及び連結子会社の報酬額

である。 

  

（９）監査報酬の内容

報酬額

監査に係る報酬 4,494百万円

その他 202百万円

合計 4,696百万円
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独立監査人の監査報告書 

   

   

   

 
  

平成19年６月26日

株式会社  日 立 製 作 所 

 執行役社長  古 川 一 夫 殿

新 日 本 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 松岡 寿史 印

業務執行社員

指定社員
公認会計士 福井  聡 印

業務執行社員

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社日立製作所の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の組替再表示後連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明

細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（連結財務諸

表注記１．参照）に準拠して、株式会社日立製作所及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。ただし、連結財務諸表注記１．(1)に記載のとおり、セグメント情報については、米国財務

会計基準審議会基準書第131号にかえて、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵

省令第28号）第15条の２に準拠して作成されている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当会社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書 

   

   

   

 
  

平成19年６月26日

株式会社  日 立 製 作 所 

 執行役社長  古 川 一 夫 殿

新 日 本 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 松岡 寿史 印

業務執行社員

指定社員
公認会計士 福井  聡 印

業務執行社員

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社日立製作所の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（連結財務諸

表注記１．参照）に準拠して、株式会社日立製作所及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。ただし、連結財務諸表注記１．(1)に記載のとおり、セグメント情報については、米国財務

会計基準審議会基準書第131号にかえて、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵

省令第28号）第15条の２に準拠して作成されている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当会社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書 

   

 
  

平成18年６月27日

株式会社  日 立 製 作 所 

 執行役社長  古 川 一 夫 殿

新 日 本 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 土井 英雄 印

業務執行社員

指定社員
公認会計士 平山 直充 印

業務執行社員

指定社員
公認会計士 福井  聡 印

業務執行社員

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社日立製作所の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第137期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社日立製作所の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当会社が別途保管しております。
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平成19年６月26日

株式会社  日 立 製 作 所 

 執行役社長  古 川 一 夫 殿

新 日 本 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 松岡 寿史 印

業務執行社員

指定社員
公認会計士 福井  聡 印

業務執行社員

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社日立製作所の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第138期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社日立製作所の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当会社が別途保管しております。
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